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「ものづくり・商業・サービス革新補助金」 

１次公募１３８件を採択、２次公募を開始 
 

 本会（富山県地域事務局）では、中小企業が取り組む革新的な設備投資やサービス・試作品の開発を

支援する平成２６年度補正「ものづくり・商業・サービス革新補助金」の１次公募分の採択結果を発表

し、１３８件の補助事業者を決定しました。また、２次公募を６月２５日から開始しました。（２次公

募の締め切りは８月５日(水)（当日消印有効）まで） 

 

○１次公募１３８件を採択 

 平成２７年２月１３日から５月８日まで１次

公募を行い、地域採択審査委員会及び全国採択

審査委員会において厳正な審査を行った結果、

富山県地域事務局においては、１３８件を採択

することとし、去る６月１９日に発表いたしま

した。採択結果（採択企業名、事業計画名及び

認定支援機関）については、下記のホームペー

ジをご覧ください。 

http://www.chuokai-toyama.or.jp/mono/26sai

taku1.pdf 

○２次公募の概要について 

１．事業目的 

 国内外のニーズに対応したサービスやものづ

くりの新事業を創出するため、認定支援機関等

と連携して、革新的な設備投資やサービス・試

作品の開発を行う中小企業を支援します。 

２．補助対象者 

日本国内に本社及び開発拠点を有する中小企

業者 

３．補助対象事業 

【ものづくり技術】 

◊補助上限額：1,000万円  

◊補助率：２／３ 

◊設備投資：必要 

【革新的サービス】 

（一般型） 

◊補助上限額：1,000万円 

◊補助率：２／３ 

◊設備投資：必要 

（コンパクト型） 

◊補助上限額：700万円  

◊補助率：２／３ 

◊設備投資：不可 

【共同設備投資】 

◊補助上限額：共同体5,000万円（1社500万円） 

◊補助率：２／３  

◊設備投資：必要 

４．補助対象経費 

 機械装置費、原材料費、直接人件費、技術導

入費、外注加工費、委託費 他 

５．公募期間 

 平成２７年６月２５日（木）～８月５日（水）

（当日消印有効、持参による提出は不可） 

６．その他留意点 

（１）認定支援機関の全面バックアップを得た
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事業を行う中小企業を支援します。（認定

支援機関による確認書が必要です。） 

（２）１次公募で採択された事業者は２次公募

では申請対象外となります。 

７．公募説明会 

＜富山会場＞ 

（１）日時：平成 27年 7月 1日（水）13:30～ 

（２）場所：富山流通会館 大ホール 

     （富山市問屋町 1－3－18） 

＜高岡会場＞ 

（１）日時：平成 27年 7月 2日（木）14:00～ 

（２）場所：高岡文化ホール 小ホール 

     （高岡市中川園町 13－1） 

 本会のホームページまたは申込書をダウンロ

ードのうえＦＡＸにてお申込みください。 

８．提出先・お問合せ先 

本会 ものづくり・商業・サービス革新補助金

富山県地域事務局 

〒930-0083 富山市総曲輪 2－1－３ 

     （富山商工会議所ビル別館８階） 

ＴＥＬ：０７６－４８２－５７３８ 

http://www.chuokai-toyama.or.jp/mono/monod

ukuri26.html 

 

◇ 平成 27 年度富山県商業活性化施策に係る

各種補助事業の募集（第２期）について 

 

 県では商店街活性化施策に係る下記の各種補

助事業の第２期募集を開始しました。 

 

１．各種補助事業の概要 

（１）がんばる商店街支援事業 

・補助対象者 

商店街振興組合、事業協同組合、商工会、

商工会議所、ＮＰＯ法人、任意団体等 

※共同店舗も対象。核店舗再生支援事業につ

いては民間事業者(個店)も対象。 

・対象事業 

① 核店舗再生支援事業 

生鮮食料品店や日用雑貨品店など、商店街

で集客の核となる店舗を再生する事業 

◊補助率：県 1/3、市町村 1/3 

◊県限度額：1,000万円 

② 重点支援事業 

商店街等が自ら考えた活性化プランを実行

する事業 

◊補助率：県 1/3、市町村 1/3 

◊県限度額：2,000万円（3年間の総計） 

③ 広域連携支援事業 

 複数の商店街等が市町村を越え連携して実

施する商店街活性化事業 

◊補助率：県 1/3、市町村 1/3 

◊県限度額：100万円 

④ 一般事業 

空き店舗活用事業等のハード事業又はイベ

ント開催等のソフト事業 

◊補助率：県 1/4、市町村 1/4 

◊県限度額：ハード 250万円、ソフト 100万円 

⑤ イベント事業 

 商店街で実施するイベント事業 

◊補助率：県 1/4、市町村 1/4 

◊県限度額：40万円 

（２）若手商業者グループ元気プラン支援事業 

・補助対象者 

◊商店街団体等(※)に属する者を含む団体で

あること 

◊概ね 45歳までの中小小売事業者を含む 3名

以上が事業に参加していること 

元気いっぱいのファーストバンクです。  
新オートローン・新型住宅ローン 

                富 山 第一 銀 行 
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※商店街団体等とは、事業協同組合、商店街

振興組合、商工会議所、商工会、ＴＭＯ、

任意のグループ。 

・対象事業 

若手商業者グループが主導的に企画・実施

する、先進的・実験的な商店街活性化事業 

◊補助率：定額 

◊補助限度額：75万円以内 

（３）買い物サービス支援事業 

・補助対象者 

商店街振興組合、事業協同組合、商工会議所、

商工会、ＮＰＯ法人、社会福祉協議会など 

・対象事業 

 買い物弱者の生活利便性を向上させる買い物

支援事業 

◊補助率：県 1/3、市町村 1/3 

◊県補助限度額：50万円以内 

２．募集期限 

 平成２７年７月１０日（金）まで 

３．お申込み先 

 各市町村商業振興担当課 

４．お問合せ先 

 富山県商工労働部商業まちづくり課 

ＴＥＬ：０７６－４４４－３２５１ 

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1306/ 

 

◇ 初心者向け知的財産権制度説明会 2015 の

開催について 

 

 特許庁では、特許や商標など知的財産権の基

礎的な内容について学びたい方、興味がある方

など初心者レベルの方を対象に本説明会を開催

いたします。参加費は無料で、どなたでもご参

加いただけますので、この機会に奮ってご参加

ください。 

 

１．開催日時 

 平成 27年７月 23日（木）13：30～17：00 

２．開催場所 

 富山県民会館４階４０１号室 

 （富山市新総曲輪４－１８） 

３．講師 

 特許庁 産業財産権専門官 

４．お申込み・お問合せ先 

 知的財産権制度説明会運営事務局（一般社団

法人発明推進協会 内） 

ＴＥＬ：０３－３５０２－５４３６ 

ＦＡＸ：０３－３５０４－１４８０ 

http://www.jiii.or.jp/h27_shoshinsha/ 

 

◇ トライアル発注商品の募集について 

 

 「トライアル発注制度」とは、新分野の開拓

を図る中小企業者等（新規創業者含む。）を県

が認定し、当該事業者が生産する新商品を県が

随意契約で率先して購入し、併せて使用後の意

見をフィードバックすることで、中小企業者の

販路開拓・商品開発を支援するものです。 

 県では、下記のとおり中小企業者等が生産す

るアイデアあふれる新商品を募集しております

ので、ぜひご応募ください。 

 

１．申請受付期間 

 平成 27年７月 1日（水）～７月 31日（金） 

２．申請対象者 

 県内に事業所を有する中小企業者であって、

次に掲げる商品を県内で生産（企画・製造）す

る事業者 

３．対象となる新商品 

 申請日において販売開始から３年以内のもの

であり、次に掲げる(１)～(６)商品のいずれか

に該当する商品 

(１)県知事の承認を受けた経営革新計画に基づ

いて生産する商品 

(２)富山プロダクツ選定商品 

(３)富山県深層水協議会ブランドマーク使用許

諾商品 

(４)国、県又は富山県新世紀産業機構の助成を

受けて研究開発した商品 

(５)とやま起業未来塾のビジネスプラン発表会
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で入賞した事業計画に基づいて生産する商

品 

(６)新事業分野を開拓しようとする者が生産す

る商品で、公的試験研究機関の推薦を受けた

もの 

４．注意事項 

 県の機関において使途が見込まれるものでな

ければなりません。また、公共工事用資材に関

しては、次に掲げる項目のうち、いずれかに適

合し、又は準じているなど、一定の品質を確保

していることが必要です。 

 ①日本工業規格（ＪＩＳ） 

 ②富山県土木部 土木工事共通仕様書、 農林

水産部 土木工事等共通仕様書（富山県） 

５．対象外となる商品 

 サービス提供等の役務及び医薬品 

６．お申込み・お問合せ先 

 富山県商工労働部経営支援課 創業・ベンチ

ャー係 

ＴＥＬ：０７６－４４４－３２４７ 

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1300/kj0

0002150-001-01.html 

 

◇ ７月の「専門家個別相談窓口」の開設予定

について（消費税転嫁対策窓口相談等事業） 

 

 本会では、消費税転嫁対策窓口相談等事業を

実施しており、専門家（税理士）による無料相

談窓口を開設しております。今月の開設日等は

下記のとおりですので、消費税率引き上げに関

する経営の適正化や表示方法、価格転嫁などに

ついて、お気軽にご相談ください。 

 

１．開設日時 

（１）７月 15日（水）14：00～17：00 

（２）７月 29日（水）14：00～17：00 

２．相談員 

（１）税理士 松尾 等 氏 

（２）税理士 飯森 康就 氏 

３．対象 

 県内の組合及び組合員企業 

４．お申込み・お問合せ先 

 本会 流通・労働支援課（担当：熊野） 

ＴＥＬ：０７６－４２４－３６８６ 

 

◇ 本会７月の主な行事予定 

 

日 行   事 

1 

 

 

2 

3 

9 

 

12 

 

22 

 

 

27 

28 

 

29 

ものづくり・商業・サービス革新補助金 1

次採択者向け説明会及び 2 次公募説明会

（富山会場） 

同上（高岡会場） 

情報連絡員会議 

富山県中小企業団地運営協議会通常総

会・研修会 

赤帽富山県軽自動車運送(協)通常総会 

富山市合併 10周年記念式典 

組合女性部研究会（北陸エステアール(協)

対象）（～24日） 

商工中金懇話会総会・講演会 

富山県プレス工業会通常総会 

中部経済局管内官公需適格組合連絡協議

会（岐阜市） 

労務管理実務セミナー 
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